
転園申請された方へ

転園申請の留意点です。必ずお読みください。

＜例　５月で転園が成立＞

取下期限

５～３月申請：取下を希望する月の前月10日（土日祝日にあたる場合は前日）

４月一次申請：令和７年 12 月 26日（金）

４月二次申請：令和８年２月 20日（金）

「利用申請取下書」は横浜市ホームページからダウンロードできます

５月１日～利用

転園の希望がなくなった場合は、早急に「利用申請取下書」を提出ください。

転園先の園

転園申請について

転園が成立した場合、現在ご利用中の園は、翌月から利用できません。

４月 ５月

～４月30日利用取消 ５月１日～利用

B保育園

A保育園 A保育園

現在、利用中の園 他の児童が利用決定

保育園取下 横浜市

重要


